
キャリア形成促進助成

労働者のキャリア形成を促進するため
段階的・体系的な制度の導入及び適用

＜支給対象となる訓練＞

キャリア形成促進助成

1.教育訓練・職業能力評価制度
定められた手順に沿った教育訓練

2.セルフ･キャリアドック制度
労働者が自身のキャリアに関して

3 技能検定合格報奨金制度3.技能検定合格報奨金制度
業種に沿った技能検定を設定し、

4.教育訓練休暇等制度
資格や技術取得のために必要とな

5 社内検定制度5.社内検定制度
社内での検定制度の作成、導入

＜支給額＞上記制度を実施するごとに

例）従業員数５名の企業が、正社員１名に対して職
セルフ・キャリアドック制度を導入し、セルフ

キャリアアップ助成金

セルフ キャリアドック制度を導入し、セルフ
職業能力評価制度助成： ➤５０万円
セルフ・キャリアドック制度助成： ➤５０
合計：➤１００万円

キャリアアップ助成金
有期契約労働者等を正規雇用労働者、
直接雇用した企業に対する助成金。
①有期→正規：１人当たり60万円（4
②有期→無期：１人当たり30万円（2②有期 無期 １人当たり30万円（2
③無期→正規：１人当たり30万円（2
④有期→多様な正社員：１人当たり40
⑤無期→多様な正社員：１人当たり10
⑥多様な正社員→正規：１人当たり20
※（ ）は中小企業以外の額

お申し込み・その他の
助成金については裏面より

※（ ）は中小企業以外の額

成金（制度導入コース）

め、事前計画に基づき、職業訓練などの
用させた企業に対する助成金。

成金（制度導入コ ス）

練制度を実施

て専門家へ相談できる制度の導入

合格者に報奨金を与える制度の導入

なる時間分の休暇を与える制度の導入

に各５０万円（大企業は各２5万円）

職業能力評価制度を導入し、評価を行い、さらに
フ・キャリアドックを受けた場合に受給できる金額

金（正社員化コース）

フ キャリアドックを受けた場合に受給できる金額

０万円

金（正社員化コ ス）
多様な正社員等に転換又は派遣社員を

45万円）
22 5万円）22.5万円）
22.5万円）
0万円（30万円）
0万円（7.5万円）
0万円（15万円）

り
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出 生 時 両 立
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組
し助成されます。
＜支給対象となる育児休業＞

子の出生後8週間以内に開始する5日以上（中小企業以外は１
※過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は

＜支給額＞
中小企業 取組及び育休1人目：60万円 2人目以降：15万円

労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し助
具体的には、以下の全ての取組を行った場合に支給対象となり
・従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握（社内アンケー

介 護 支 援 取

従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握（社内アンケ
・介護に直面する前の従業員への支援（社内研修の実施、リー
・介護に直面した従業員への支援（相談窓口の設置及び周知）
・働き方改革（年次有給休暇の取得促進、時間外労働時間の削減
＜支給額＞ 1企業1回のみ：60万円

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用
小企業事業主 助成されます

代 替 要 員 確

小企業事業主に助成されます。
＜支給額＞ 育児休業取得者１人当たり：50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が正社員又は無期雇用として復職した場合は
＜支給対象期間＞ 初の対象労働者の原職等復帰日から起算
＜ 上限人数 ＞ 一年度に延べ10人

育 休 復 帰 支 援

無料相談

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取
・1企業につき2人まで（正社員1人、期間雇用者1人）
・平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予
＜支給額＞ プランを策定し、育休取得したとき：30万円

育 休 復 帰 支 援

希望日時
第一希望日： 月 日 時～

同 日 時～

希望場所 □ 弊社神戸事務所 □ 弊社姫路事

会社名

所在地

〒

TEL FAX

お申込者① 御芳名

お申込みＦＡＸ： 0お申込みＦＡＸ： 0
※相談時間１社４５分ほど ※遠方への訪問の場合、交通費分
※お申し込み後3日以内に案内を電話またはFAXにてご案内いた

弊事務所までご連絡お願いいたします。（連絡先TEL: 0120

４名の経験豊富な専門家が

社会保険労務士法人

庄司茂事務所

神戸事務所

姫路事務所

名 経験 富な専門家
お答え致します。

支 援 助 成 金
組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に対

４日以上）の育児休業
は対象外 ※支給対象は、1年度につき1人まで

円 大企業 取組及び育休1人目：30万円 2人目以降：15万円

助成されます。
ます。
ト）

取 組 助 成 金

ト）
フレットの配布）

減）

用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中

確 保 コ ー ス

さらに10万円加算
して6ヶ月を経過する日の翌日から5年以内

プ ラ ン コ ー ス

申込用紙

取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成します。

予定
育休者が職場復帰したとき ：30万円

ラ

～

～

第二希望日： 月 日 時～

同 日 時～

事務所 □ 貴 社

業 種

社員数

御役職

0120-38-33990120-38-3399
分の費用を頂くことがあります。
たします。もし案内が届かない場合は、お手数ですが、
0-66-8050）

所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通5-1-1神戸山手大木ビル6F
TEL：078-361-2031 FAX：078-361-2035

所 〒670-0955 姫路市安田4丁目36番地 マサミビル3F
TEL：079-286-5030 FAX：079-286-5040


